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高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認に伴う監視体制の強

化について 

本日、北海道厚真町の肉用鶏飼養農場において、高病原性鳥インフルエン

ザ（Ｈ５亜型。以下「本病」という。）の疑似患畜が確認されました。本事

例は、シーズンにおける家きん飼養農場での発生として、これまでで最も早

い初発事例となります。 

環境省による野鳥における本病の監視では、本年９月 30 日に北海道で回

収された死亡野鳥（ハヤブサ）及び同じく北海道で 10 月８日に採取された

野鳥糞便（カモ類）から本病ウイルス（H5N1 亜型）が検出されており、また

韓国でも野鳥糞便から本病ウイルス（H5N3 亜型）が検出されています。こ

れらを踏まえれば、既に我が国の環境中に広く本病ウイルスが侵入してお

り、全国どこで発生してもおかしくないことを念頭に、関係者が危機感を持

って家きん飼養農場における本病の発生予防を図る必要があります。 

本病の防疫対策については、「高病原性鳥インフルエンザの防疫対策の徹

底について」（令和６年９月 12 日付け６消安第 3505 号農林水産省消費・安

全局長通知）等を踏まえ、家きん飼養者等に対する御指導をお願いしており

ます。今般の発生事例を踏まえ、改めて関係部局、関係機関、市町村、関係

団体等と連携し、①家きん飼養農場における発生予防対策及び異状の早期発

見・早期通報の徹底、②農場周辺の水場・環境における野鳥及び野生動物対

策の強化、③発生時における円滑な防疫措置の実施に必要な体制整備につい

て、関係者に御指導いただき、本病の発生予防及びまん延防止に万全を期す

ようお願いします。 


